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建設産業の態様とプレーヤー

資料５



誰のための、何のための建設産業 （現状の主なプレーヤー）

建設サービスの需要

資材･建材 卸売業者

工場製品 メーカー

建機 メーカー

地域社会

・住民
（いざという時
の安心･安全）

・地域経済
（地域活性化へ
の寄与）

建設業

建設業者

業界
団体

若者
女性
離職者

建設就業者

入職予備軍
請負契約

物流業者

○行政（産業行政の立場）

※太枠が現行の建設業法の射程範囲

役員

技術者

技能労働者

事務職員

・大企業

・中小企業

・一人親方

・元請企業

・下請企業
（専門工事企業）

・都市部

・地域

・海外

土木

・日常生活や
経済活動の
基盤として
インフラを
利用する個
人、企業等

土木構造物
の利用者等

許可･
指導･育成○産業支援機関（基金 等）

○訓練施設
○金融機関 等

育成･支援 支援

業務
委託契約

・公共発注者
（国、自治体 等）

・民間発注者
（鉄道、電気 等）

発注者
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建設関連業

測量業者（業法あり）

建設コンサルタント（業法なし）

地質調査業者（業法なし）

狭義の建設関連業者

連携

設計会社

登録
（任意･法定）

請負契約の
適正化

○金融機関
等

建設産業は、インフラの整備･維持管理等を通じて良質なインフラサービスを提供するとともに、地域
住民の安心･安全を確保し、地域経済を活性化する上で必須の存在

商取引

※公共発注者の
場合は、国民や
地域住民の代
表として発注を
行い、インフラ
サービスの提供
を行う。
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※第３回建設産業政策会議
資料を一部修正

・発注支援
業務

・いわゆる
「施工監理」

・設計業務



誰のための、何のための建設産業 （現状の主なプレーヤー）

建設サービスの需要

資材･建材 卸売業者

工場製品 メーカー

建機 メーカー

地域社会

・住民
（いざという時
の安心･安全）

・地域経済
（地域活性化へ
の寄与）

建設業
建設業者

業界
団体

若者
女性
離職者

建設就業者

入職予備軍
請負契約

物流業者

○行政（産業行政の立場）

※太枠が現行の建設業法の射程範囲

役員

技術者

技能労働者

事務職員

・大企業

・中小企業

・一人親方

・元請企業

・下請企業
（専門工事企業）

・都市部

・地域

・海外

許可･
指導･育成

○産業支援機関（基金 等）
○訓練施設
○金融機関 等

育成･支援 支援

業務
委託契約

建設関連業

測量業者（業法あり）

建設コンサルタント（業法なし）

地質調査業者（業法なし）

狭義の建設関連業者

連携

設計会社（建築士）
（建築基準法・建築士法）

登録
（任意･法定）

建築

○行政（建築基準法所管の立場）

・発注支援
業務
・設計業務
・工事監理
業務
※建築では法律に
より位置付け

発注者

・公共発注者
（国、自治体 等）

・民間発注者
（マンション、
オフィス、
工場 等）

・個人
（住宅 等）

請負契約の
適正化

建築物の
利用者
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・公共建築物
の利用者

・マンション等
の住民（消費者）

・オフィスビル
の賃借人

・発注者と同一
の個人、企業

建設産業は、建築物の整備･維持管理等を通じて良質な建築サービスを提供することに加え、住宅など、
国民の基本的な生活を支える上で必須の存在

商取引

○金融機関
等

工事監理

※公共発注者の
場合は、国民や
地域住民の代表
として発注を行
い、建築サービ
スの提供を行う。

※第３回建設産業政策会議
資料を一部修正



建設工事の態様別の特徴
土 木 建 築

公
共

＜公共土木の例：道路、下水道、護岸＞

【工作物の便益】
・工作物の利用者（不特定多数）に帰属

【発注者の特徴】
・発注者による設計、検査、出来高管理
・建設産業の健全化を図る役割の一翼を担っている
－品確法による従業者の労働環境等への配慮
－安全確保や社会保険加入等の推進
・発注者ごとの能力差が大きい

【法令への適合】
・公物管理法に基づく構造基準等（例えば道路構造令）に適合すること
・設計や工事監理に関する業務は法定されていない
（法律上の資格は求められていない）
・建設業法、入契法、品確法等における位置付けあり

【その他】
・下請の重層化の程度は、一般に建築より少ない

＜公共建築の例：学校、公営住宅、庁舎、病院＞

【工作物の便益】
・工作物の利用者（不特定多数）に帰属

【発注者の特徴】
・発注者による設計、検査、出来高管理
・建設産業の健全化を図る役割の一翼を担っている
－品確法による従業者の労働環境等への配慮
－安全確保や社会保険加入等の推進
・発注者ごとの能力差が大きい
・一般に、予算額ありきの工事金額になりやすい

【法令への適合】
・個別法に基づく構造基準等（例えば医療法施行規則）に適合すること
・建築基準法への適合、建築士法に基づく工事監理等の実施
・設計や工事監理について、法律上の有資格者が行うことが必要
・建設業法、入契法、品確法等における位置付けあり

民
間

＜民間土木の例：鉄道、電線路、発電用ダム＞

【工作物の便益】
・工作物の利用者（不特定多数）に帰属

【発注者の役割】
・発注者は鉄道や電気等のインフラ業が大半であり、発注に精通している者も多い
・発注者として施工段階での関与は多い

【法令への適合】
・鉄道営業法や電気事業法等の関係基準に適合すること
・設計や工事監理に関する業務は法定されていない
（法律上の資格は求められていない）

【その他】
・下請の重層化の程度は、一般に建築より少ない

＜民間建築の例：住宅（戸建て、共同）、オフィスビル＞

【工作物の便益】
・原則、発注者（消費者）に帰属する
※一部の工作物（ショッピングモール等）は、その利用者（不特定多数）に帰属

【発注者の特徴】
・デベロッパーから個人まで、多様な発注者が存在し、建設工事への
精通度にも大きな相違があり、施工段階での関与も様々
－ マンション等の発注者・・・数多くの発注を行い、発注に精通

－ 民間法人企業･･･内装改装からショッピングモール建設まで、発注のレベルは様々

－ 個人･･･建設工事の発注には精通していない。一方、戸建て住宅建設は「一生の買い物」

・新築住宅の場合、瑕疵保険制度が法令上用意されている

【法令への適合】
・建築基準法への適合、建築士法に基づく工事監理等の実施
・設計や工事監理について、法律上の有資格者が行うことが必要
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